
第 65号 議案

平成 21年 度東京都台東区後期高齢者医療会計補正予算 (第 1回 )

平成 21年 度東京都台東区の後期高齢者医療会計補正予算 (第 1回 )は 、次

に定め るところによる。

(歳 入歳出予算の補正 )

第 1条  歳入歳出予算の総額 に、歳入歳 出それぞれ 190, 794千 円を追加

し、歳入歳出予算の総額 を、歳入歳出それぞれ 3, 680, 794千 円と定

め る。

2 歳入歳出予算の補正の款項 の区分及び当該区分 ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の総額 は、 「第 1表  歳入歳出予算補正」 による。

平成 21年 11月 25日 提出

東京都台東区長  吉 住   弘
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第 1表 歳入歳出予算補正

歳 入

歳  出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

4繰越金 1 143,768 143,769

1繰越金 1 143,768 143,769

5諸収入 39,380 47,026 86,406

2償還金及び

還付加算金

5,001 47,026 52,027

歳 入 合 計 3.490,000 190,794 3,680,794

(単位 :千円)

(単位 :千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2広域連合納

付金

3,052,417 45,913 3,098,330

1広域連合納

付金

3,052,417 45,913 3,098,330

5諸支出金
Ｅ
υ 144,881 149.882

2繰 出金 0 144,881 144,881

歳 出 合 計 3,490,000 190。 794 3,680,794
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